
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 １１１１     届 出 対 象 施 設届 出 対 象 施 設届 出 対 象 施 設届 出 対 象 施 設 のののの 追 加追 加追 加追 加     

  有 害 物 質 使 用 特 定 施 設 （ 注 １ ）、 有 害 物 質 貯 蔵 指 定 施 設 （ 注 ２ ） の 構 造 や 施

設 等 に つ い て 、 設 置 す る 前 の 届 出 が 必 要 に な り ま し た 。  

  法 施 行 の 時 点 （ 平 成 ２ ４ 年 ６ 月 １ 日 ） で 、 こ れ ら の 施 設 を 設 置 し て い

る 場 合 に は 、平 成 ２ ４ 年 ６ 月 ３ ０ 日 ま で に 使 用 届 の 提 出 が 必 要 で す（ 注 ３ ）。 

 

  （ 注 １ ）有 害 物 質 を そ の 施 設 に お い て 製 造 、使 用 し 、又 は 処 理 す る 特 定 施 設  

  （ 注 ２ ）有 害 物 質 を 含 む 液 状 の も の を 貯 蔵 す る 施 設 で あ っ て 、当 該 施 設 か ら

有 害 物 質 を 含 む 水 が 地 下 に 浸 透 す る お そ れ の あ る 施 設  

  （ 注 ３ ）既 に 届 出 を し て い る 有 害 物 質 使 用 特 定 施 設 に つ い て は 、使 用 届 出 は

不 要 で す 。し か し 、施 設 の 構 造 等 の 変 更 の 際 に は 届 出 が 必 要 と な り ま

す 。  

 

２２２２     構 造 等構 造 等構 造 等構 造 等 にににに 関関関関 す るす るす るす る 基 準基 準基 準基 準 のののの 遵 守 義 務遵 守 義 務遵 守 義 務遵 守 義 務     

有 害 物 質 使 用 特 定 施 設 及 び 有 害 物 質 貯 蔵 指 定 施 設 に 関 し て 、構 造 等 に 関

す る 基 準 （ 注 １ ） の 遵 守 が 必 要 に な り ま し た （ 注 ２ ）。  

 

  （ 注 １ ）施 設 設 置 場 所 の 床 面 及 び 周 囲 、付 帯 配 管 等 、排 水 溝 等 及 び 地 下 貯 蔵

施 設 の そ れ ぞ れ に つ い て 、 基 準 が 設 け ら れ ま し た 。  

（ 注 ２ ）法 施 行 の 時 点（ 平 成 ２ ４ 年 ６ 月 １ 日 ）で 、有 害 物 質 使 用 特 定 施 設 や

有 害 物 質 貯 蔵 指 定 施 設 を 設 置 し て い る 場 合 は 、そ の 構 造 等 に 関 す る

基 準 の 適 用 が 平 成 ２ ７ 年 ５ 月 ３ １ 日 ま で 猶 予 さ れ ま す（ 定 期 点 検 は

必 要 ）。  

な お 、こ の 間 に 、猶 予 期 間 後 に 適 用 さ れ る 構 造 等 に 関 す る 基 準 に 適

合 す る よ う 施 設 の 構 造 等 及 び 定 期 点 検 の 方 法 を 変 更 し て く だ さ い 。

ま た 、 施 設 の 構 造 等 の 変 更 の 際 に は 、事 前 の 届 出 が 必 要 と な り ま す

の で 、 ご 注 意 く だ さ い 。  

有害物質による地下水汚染の未然防止を目的として 

水質汚濁防止法水質汚濁防止法水質汚濁防止法水質汚濁防止法がががが改正改正改正改正されましたされましたされましたされました    

施行日：平成 24 年 6 月１日 

改改改改    正正正正    のののの    概概概概    要要要要    



 

 

３３３３     定 期 点 検定 期 点 検定 期 点 検定 期 点 検 のののの 義 務義 務義 務義 務     

有 害 物 質 使 用 特 定 施 設 及 び 有 害 物 質 貯 蔵 指 定 施 設 に 関 し て 、定 期 点 検（ 注

１ ） や 結 果 の 記 録 ・ 保 存 （ 注 ２ ） が 必 要 に な り ま し た 。  

 

（ 注 １ ）施 設 本 体 、床 面 及 び 周 囲 、付 帯 配 管 等 、排 水 溝 等 及 び 地 下 貯 蔵 施 設

に つ い て 、ひ び 割 れ 、亀 裂 、損 傷 等 の 異 常 の 有 無 、有 害 物 質 の 漏 え

い 等 の 有 無 の 確 認 を 、 目 視 又 は 検 知 シ ス テ ム の 導 入 等 に よ り 行 う 。 

（ 注 ２ ） 定 期 点 検 の 結 果 は 、 ３ 年 間 の 保 存 義 務 が あ り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

～ 有 害 物 質 一 覧 （ 水 質 汚 濁 防 止 法 施 行 令 第 ２ 条 ） ～  

 
１ カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物  

２ シ ア ン 化 合 物  

３ 有 機 燐 化 合 物  

４ 鉛 及 び そ の 化 合 物  

５ 六 価 ク ロ ム 化 合 物  

６ 砒 素 及 び そ の 化 合 物  

７ 水 銀 及 び ア ル キ ル 水 銀  

そ の 他 の 水 銀 化 合 物  

８ ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル  

９ ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン  

10 テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン  

11 ジ ク ロ ロ メ タ ン  

12 四 塩 化 炭 素  

13 一 ・ 二 -ジ ク ロ ロ エ タ ン  

14 一 ・ 一 -ジ ク ロ ロ エ チ レ ン  

15 一 ・ 二 -ジ ク ロ ロ エ チ レ ン  

16 一 ・ 一 ・ 一 -ト リ ク ロ ロ エ タ ン  

17 一 ・ 一 ・ 二 -ト リ ク ロ ロ エ タ ン  

18 一 ・ 三 -ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン  

19 チ ウ ラ ム  

20 シ マ ジ ン  

21 チ オ ベ ン カ ル ブ  

22 ベ ン ゼ ン  

23 セ レ ン 及 び そ の 化 合 物  

24 ほ う 素 及 び そ の 化 合 物  

25 ふ つ 素 及 び そ の 化 合 物  

26 ア ン モ ニ ア 、 ア ン モ ニ ウ ム 化 合 物 亜

硝 酸 化 合 物 及 び 硝 酸 化 合 物  

27 塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー  

28 一 ・ 四 -ジ オ キ サ ン  

【 お 問 い 合 せ 先 】  

山 梨 県 庁 大 気 水 質 保 全 課 水 質 担 当 （ 電 話 ０ ５ ５ － ２ ２ ３ － １ ５ １ １ ）  

 

工 場 ・ 事 業 場 の 所 在 地 を 管 轄 す る 林 務 環 境 事 務 所 環 境 課  

中 北 林 務 環 境 事 務 所 （ 電 話 ０ ５ ５ １ － ２ ３ － ３ ０ ９ ０ ）  

峡 東 林 務 環 境 事 務 所 （ 電 話 ０ ５ ５ ３ － ２ ０ － ２ ７ ３ ９ ）  

峡 南 林 務 環 境 事 務 所 （ 電 話 ０ ５ ５ － ２ ４ ０ － ４ １ ４ １ ）  

富 士 ・ 東 部 林 務 環 境 事 務 所 （ 電 話 ０ ５ ５ ４ － ４ ５ － ７ ８ １ １ ）  

 

＊ 甲 府 市 内 の 工 場 ・ 事 業 場 に あ っ て は 、 甲 府 市 環 境 部 環 境 保 全 課 公 害 対 策 係

に （ 電 話 055-241-4312） お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  


